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３．環境研究技術基本計画の概要
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（参考１）

諮 問 第 ５ 号

環政総 第 １２９ 号

平成１３年４月１８日

中央環境審議会会長

森 嶌 昭 夫 殿

環 境 大 臣

川 口 順 子

環境研究・環境技術開発の推進方策について（諮問）

（ ） 、環境基本法 平成５年法律第９１号 第４１条第２項第２号の規定に基づき

次のとおり諮問する。

「環境研究及び環境技術開発の推進を重点的・戦略的に行うための方策は、い

かにあるべきか 」。

（諮問理由）

２１世紀を迎えた今、地球温暖化、廃棄物の大量発生・不適正処理の増加、

化学物質による人の健康や生態系への影響、生物多様性の減少など、複雑化、

深刻化する環境問題を解決するために、将来を見通した環境研究及び環境技術

開発を重点的・戦略的に実施していくことが求められている。

環境研究及び環境技術開発については、平成１１年７月の環境研究技術基本

計画（環境庁長官決定）及び平成１２年１２月の環境基本計画（閣議決定）に

おいて、その推進方策をまとめたところであるが、これをさらに重点的・戦略

的に推進していく必要がある。

このため 「環境研究及び環境技術開発の推進を重点的・戦略的に行うため、

の方策は、いかにあるべきか」について、貴審議会の意見を求める。
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（参考２）

中央環境審議会総合政策部会
環境研究技術専門委員会委員名簿

氏 名 職 名 分科会

東京大学名誉教授 化委員長 鈴木 継美

福岡大学法学部部長 地、自委 員 浅野 直人

（財）地球環境戦略機関理事長森嶌 昭夫

慶応義塾大学商学部教授 化、管和気 洋子

淑徳大学国際コミュニケーション学部 化臨時委 北野 大

経営環境学科長員

㈱グッドバンカー代表取締役 循筑紫みずえ

大阪大学工学部教授 循、管藤田 正憲

原子力安全委員会委員 化松原 純子

独立行政法人森林総合研究所東北支所地域研究官 自三浦 慎悟

千葉商科大学政策情報学部教授 循、地三橋 規宏

日本労働組合総連合会政策グループ長 地村上 忠行

東京大学生産技術研究所教授 管、化安井 至

地球フロンティア研究システム 地専門委 秋元 肇

大気組成変動予測研究領域長員

岡崎国立共同研究機構教授 化井口 泰泉

放送大学教授 自岩槻 邦男

横浜国立大学大学院環境情報研究院教授 化、管浦野 紘平

広島大学工学部環境基礎学講座教授 地、管岡田 光正

（財）日本環境衛生センター専務理事 循小林 康彦

早稲田大学理工学部教授 管大聖 泰弘

東京大学生産技術研究所教授 管橘 秀樹
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東北工業大学環境情報工学科教授 地田中 正之

三菱重工業（株）取締役技術本部長 地、管柘植 綾夫

放送大学教授 循中島 尚正

早稲田大学理工学部教授 循、管永田 勝也

独立行政法人国立環境研究所理事 地西岡 秀三

福岡県リサイクル総合研究センター長 循花嶋 正孝

芝浦工業大学システム工学部教授 地平田 賢

東京農工大学化学システム工学科教授 管細見 正明

日本ロシュ㈱研究所 前臨床科学研究部長 化、自堀井 郁夫

北海道大学工学部教授 化、管真柄 泰基

東京大学大学院総合文化研究科教授 自松本 忠夫

本田技研工業（株） 循、管水戸部啓一
経営企画部環境安全企画室長

京都大学大学院農学研究科教授 自森本 幸裕

東京大学生産研究所教授 地安岡 善文

ＮＴＴ生活環境研究所所長 管山田 一郎

岡山大学農学部教授 地、自吉川 賢

東京大学大学院農学生命科学研究科教授 自鷲谷いづみ

（注）循：循環・廃棄物分科会、 地：地球環境分科会、 化：化学物質分科会、

管：環境管理分科会、 自：自然環境分科会
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（参考３）

環境研究技術基本計画の概要

平成１１年７月中央環境審議会答申、環境庁長官決定

第１章 計画策定の背景と意義

○ 環境研究や環境技術開発は、２１世紀における我が国の最も重要な知的資産の一つを

構成するものであり、エコビジネスなど新たな事業や雇用の創出に貢献する。

○ 米国では「持続可能な未来のための技術」と題する報告書により、環境技術の研究開

発の方向性を示すなど、欧米先進国では環境研究や技術開発に関する国家的戦略を立て

ている。

○ ２１世紀を見通した環境研究及び環境技術開発の方向性、重要課題、課題推進のため

の施策等を示すとともに、環境研究及び環境技術開発を総合的、一体的に推進していく

必要。

○ 環境研究技術基本計画は、今後１０年程度を見通した、今後５年間の環境研究及び環

境技術開発の推進政策を具体化するものとして策定するもの。

第２章 環境研究技術の基本的方向

○ 環境問題の解決に貢献するという明確な目的を持ち、環境政策との密接な連携の下に

推進。

○ 新たな科学的知見の集積、社会経済状況などの変化に対し、迅速かつ柔軟に対応して

推進。

○ 分野横断的、学際的な取り組みなど、体系的・総合的な視点を一層重視。

○ 国、地方公共団体、大学、事業者、民間団体など各主体間の連携・交流を促進。

○ 国際研究ネットワークとの連携を促進し、世界に向けて成果を発信。

○ 地方公共団体、地域の事業者、民間団体等の研究開発ポテンシャルが十分に発揮され

る体制を構築し、地域の特性を踏まえた研究開発を推進。

○ 環境技術の開発、普及、移転を推進するため、国などによる適切な環境づくりや支援

体制の整備を推進。

○ 環境ビジネスの振興を、我が国に新たな産業及び雇用をもたらす大きな契機の一つと

する。

第３章 環境研究技術の重点課題

○環境変化の機構解明

・ダイオキシン・内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）などの環境中での挙動の解明

・地球温暖化など地球規模の環境変化の機構の解明・予測

・野生生物の生態の把握や生態系の実態解明など

・革新的な計測技術やモニタリング手法に関する研究開発など

○環境影響の把握

・化学物質による環境汚染、地球規模の環境変動の及ぼす影響、生態系の破壊による野

生生物の種の絶滅などの諸課題についての環境リスクの評価研究

・政策の合意形成上重要な環境リスクの評価手法やコミュニケーション手法などの研究

○環境保全対策

・省資源・省エネルギー型の生産技術や製品、物質循環の確保を目指した廃棄物処理・

リサイクル技術、環境負荷低減技術、自然環境の復元技術などの研究開発
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・環境配慮を内在化した産業活動・社会経済システムのあり方、環境インフラの整備の

あり方、環境保全のための国際的な枠組作りに係る研究、国際協調的な対策立案、環

境保全対策の費用負担に関する研究

・環境マネジメント技術、政策の合意形成のための研究、効果的な環境教育に関する研

究など

第４章 環境研究技術の推進方策

（１）環境研究及び環境技術開発の推進の基本的枠組み

環境研究及び環境技術開発の課題を、①基盤的・先導的研究課題、②問題対応型研

究課題、③政策提言・政策対応型研究課題、④環境技術開発の４つに分類し、的確な

制度の構築と運用に向けた施策を展開していく。

（２）横断的・共通的に推進すべき施策

○環境研究及び環境技術開発の総合的な推進

・政策との密接な連携を確保するため、環境研究及び環境技術開発の総合推進体制を構

築し、基本方針を定める。

・研究開発の企画システムの強化や個別研究の総合化を図る。

・環境技術について体系的に評価していく。

・地域的あるいは国際的ネットワークの中核となる中央及び地方の研究機関を育成す

る。

○連携と協同

・地方公共団体の試験研究機関が、地域の取り組みの中核的機能を果たすための体制の

強化や役割の充実を図る。

・国際的・地球的共同研究の有する特別なニーズに対応した研究支援制度を推進してい

く。

○研究開発基盤整備

・人材の養成及び確保

研修及び留学制度の拡充、フェローシップ制度の拡充、人材交流の推進、流動性のあ

る研究制度の構築、研究支援者の確保、研究プロジェクトへの自由なアクセスなどの

施策を推進する。

・研究資金の確保

研究の性格に応じた資金メカニズムの創設と資金の柔軟性の確保、環境研究や技術開

発の受益者の間での資金分担、補助金や税制上の措置などの施策を推進する。

・共同利用施設の整備

大型施設や特定施設などの利用を、外部の組織や専門家にも、できる限り開放してい

く。

・情報基盤の整備

公的な研究機関などは、外部からアクセスできるような情報ベースを整備していく。

また、必要なデータを継続的に取得していくためのモニタリングの戦略作りを図る。

・普及啓発活動の促進

シンポジウム、インターネット等により、環境研究や環境技術開発の成果の普及啓発

活動に努める。また、優良環境技術の推奨を図る。

（３）各主体の役割

、 、環境研究技術の重点課題の具体的推進方策については 国の役割及び地方公共団体

大学、事業者、民間団体、国民に期待される役割に従い推進していく。


